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令和８年 金沢港クルーズ船寄港時における物販出店取扱要領 
 

１ 目 的  

  金沢港におけるクルーズ船寄港時に実施する、おもてなし事業の一環とした県産品等の 

物販を通じて、乗員・乗客をはじめとした利用者の利便性や満足度の向上を図ることで、  

金沢港へのクルーズ船寄港の促進につなげる。 

 

２ 事業委託者及び事業受託者  

  （１）事業委託者 

        一般社団法人金沢港振興協会 

 （２）事業受託者（物販主催） 

        株式会社ケィ・シィ・エス（予定） 

 

３ 事業期間 

  令和８年３月１日（日）から令和８年 11 月 30 日（月）まで。 

   ※なお、都合により事業期間が変更となる場合があります。 

 

４ 出店要件等 

 （１）出店者資格 

        次の各号のいずれにも該当するものとする。 

①  石川県内に本店、支店、営業所等を有する事業者であること。 

②  県税について未納がないこと。 

③  営業に関し許可・認可を必要とする場合において、これを得ている者であること。  

④  クルーズ船寄港時のおもてなし活動としての目的に賛同し、積極的に運営協力でき 

る者であること。 

⑤  次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

        ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支 

     店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団 

     員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第 

     ２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者 

    イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す 

     る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者 

        ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 

     加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな 

 ど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

 （２）販売品目 

        次の各号のいずれにも該当するものとする。 

なお、販売品目は事業受託者との協議の上、販売を認めないことがある。 

①  石川県で生産・加工された品目を主とし、その他、乗客・乗員のニーズに合った品 

目であること。 

      ②  説明文等に誇大又は虚偽の記載がない品目であること。 

      ③  法令等に違反しない品目であること。 

④  公序良俗に反しない品目であること。 

⑤  出店者の責任において生産又は販売する品目であること。     

⑥  危険物や破損品でないこと。腐敗又は悪臭の恐れのない品目であること。 
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⑦ 検疫、防疫及びクルーズ船側の規制等により、船内に持ち込めない品目でないこ

と。 

      ※販売できない品目の例 

       生物（動物、昆虫類等）、違法コピー商品（ブランド偽造品、複製品等）、危険物

（火薬、爆発物、灯油、モデルガン等） 

 

５ 出店登録手続き 

  令和８年に出店を希望する場合は、下記の書類を提出して下さい。  

  （出店者の登録は、一般社団法人金沢港振興協会が行います。） 

【申込期間】 

      令和８年２月２日（月）から令和８年２月 27 日（金）まで。 

※受付後、通常であれば審査・登録手続きに２週間程度を要します。 

    【申込先】 

      〒920-0332  金沢市無量寺町リ 65  金沢港クルーズターミナル ３階 

一般社団法人金沢港振興協会 

    【提出書類】 

   （１）別記第１号様式「金沢港クルーズ船寄港時における物販出店登録申込書」  

（２）別記第２号様式「暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」 

  ※第２号様式は「個人事業主用」と「法人用」がありますので、該当するほうを 

   提出して下さい。 

  【出店者の登録】 

 出店登録希望者からの申請があった場合、「４ 出店要件等」に基づいて選定します。  

※必要に応じて電話やメールでの確認、面接をお願いする場合があります。 

 また、出店の可否は、別記第３号様式「金沢港クルーズ船寄港時における物販出店選

定結果について」にて通知します。 

 

６ 出店場所及び出店料等                                                              

  （１）出店場所                                                                 

  クルーズ船が寄港した金沢港クルーズターミナル内における、事業受託者の指定した

エリア内。 

     ※エリア内における各出店者の出店場所や時間は、事業受託者に一任いただきます。 

※大浜埠頭、戸水埠頭については、業務の安全上、仮設テントの設置数に限りが

あるため、対象外とします。 

※クルーズターミナルの使用状況によって、物販を開催しない場合があります。 

  （２）出店可能スペース及び貸与品                                                   

      ① 出店可能スペース：１ブース（４ｍ×２ｍ程度）  

※物販スペースの状況により変わります。    

     ② 貸与品：机４台（Ｌ＝180cm、Ｗ＝60cm、Ｈ＝70cm）、折りたたみ椅子２脚 

      ※貸与品を汚損した場合には、弁償等を求める場合があります。 

  （３）出店料       

       無料                                                   

 

７ 出店調整等 

  （１）出店意向の確認 

     事業受託者は、出店登録者に対し、各クルーズ船寄港時の出店意向の確認を行います。 

（２）出店者の決定 

事業受託者は、前項の出店意向に基づき、各クルーズ船寄港時の出店者を決定します。

ただし、出店希望者が多い場合等、ご希望に添えない場合があります。 
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８ 留意事項 

（１）出店内容 

クルーズ船歓送迎の趣旨にふさわしい内容とし、「４ 出店要件等」のとおり、販売品 

目等は予め事業受託者の許可を受けてください。 

（２）権利譲渡 

出店者を含む企業・団体は、与えられたブースの権利を事業委託者及び事業受託者の許

可なく第三者に譲渡できません。   

（３）物販の中止・中断による損害 

事業委託者及び事業受託者の都合や寄港の中止・中断、天災、地変、その他不可抗力を

原因とした物販の中止又は中断によって生じた出店者及び関係者のいかなる損害につい

ても、事業委託者及び事業受託者は責任を負いません。 

（４）苦情・補償・損害賠償 

出店者は、お客様や他の出店者など他者との間に生じた苦情・補償や、事業委託者や事

業受託者など他者に与えた損害については、出店者が自らの責任において一切を解決しな

ければなりません。 

（５）事件・事故・けが・火災等 

出店場所において発生した事件・事故・けが・火災等事案に関しては、すべて出店者が

責任を負うものとします。 

（６）出店物・場所の管理及び販売 

出店場所の管理、展示物、商品の管理は出店者が行います。また、盗難、天災、火災等

不可抗力による損害について、事業委託者及び事業受託者は責任を負いません。 

（７）設営・撤収時間 

設営開始時間は事業受託者の指定する時間を厳守し、撤収完了時間はクルーズ船出港か

ら30分以内とします。 

（８）売上報告 

出店者は、売上点数と売上額を、原則出店当日に事業受託者へ報告するものとします。 

（９）出店の停止、取り消し 

出店者について、次に該当する事由が生じたときは、事業受託者は出店者に対して出店 

を停止することができます。また、事業委託者は出店者に対して登録を取り消しすること

があります。 

事業委託者及び事業受託者が下記の規定に基づき出店を禁止したときは、出店者はいか

なる損害の賠償も求めることはできません。 

①  出店者が、この留意事項に違反し、または事業委託者及び事業受託者の指導を遵守し 

ないとき。 

②   出店者が、事業委託者及び事業受託者の信用または名誉を著しく損なう言動・行為を 

したとき。 

（10）秘密保持義務 

出店者は、業務を遂行するにあたって知り得た業務内容や営業秘密等について、いかな

る場合であっても第三者に漏洩することはできません。 

（11）その他 

①  事業委託者及び事業受託者の都合により、この規約を変更することがあります。 

②  本要領に記載されていない事項が発生した場合は、事業委託者、事業受託者及び出店 

者が互いに真摯に協議し、合意に向けて努力するものとします。 

③  販売において外国語対応が必要な場合は、観光案内所スタッフ等に協力を求めること 

なく、出店者自身で対応するものとします。 



別記第１号様式 

 

金沢港クルーズ船寄港時における物販出店登録申込書 

 

  年   月   日 

 

 一般社団法人金沢港振興協会 

会 長  安 宅 建 樹 殿 

 

                    申請者 住所  

                        氏名                

 

                     

 次のとおり，金沢港におけるクルーズ船寄港時の物販の出店者として申し込みたい  

ので，「令和８年 金沢港クルーズ船寄港時における物販出店取扱要領」に合意した上で， 

以下のとおり申し込みます。 

 

 

商号・名称  

 

本店又は主たる事務所の

所在地 

 

 

 

販売品目 

（石川県で生産・加工さ

れた品目について記入） 

 

 

 

連絡先 

 

 

電話番号 

FAX 番号 

メールアドレス 

担当者名 

 



別記第２号様式（個人事業主用） 

 

 

暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書 

 

 

 

 一般社団法人金沢港振興協会 

  会 長   安 宅 建 樹 殿  

                                          【申請者】 

                                   所在地 

                                            事業所名 

                                          （ひらがな） 

                                            事業主氏名 

                                          昭・平  年  月  日（     歳）   

 

 

１ 私は、現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しない

ことを表明、確約〈いたします・いたしません〉。 

 

  ①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団員でなくなってから５年を経過していない者  

 ④暴力団準構成員 ⑤暴力団関係企業 ⑥総会屋等 ⑦社会運動等標ぼうゴロ  

 ⑧特殊知能暴力集団 ⑨その他前各号に準ずる者         

                                                                                                         

２ 私は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力と次の各号のいずれかに       

該当する関係がないことを表明、確約〈いたします・いたしません〉。  

  ①反社会的勢力によって、その経営を支配される関係 

②反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係 

③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、     

反社会的勢力を利用している関係    

④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係 

⑤その他反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係 

 

３ 私は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明、  

 確約〈いたします・いたしません〉。 

 ①暴力的要求行為                   

②法的な責任を超えた不当な要求行為 

  ③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

 ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて、貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を妨

害する行為  

 ⑤その他前各号に準ずる行為    

                                                                 

 

  

 



 

  

４ 私は、下請け又は再委託先業者（下請け又は再委託契約が数次にわたるときは、  

その全てを含む。以下同じ。）との関係において、次の各号のとおりであることを  

表明、確約〈いたします・いたしません〉。 

①下請け又は再委託先業者が前１、２及び３に該当せず、将来においても前１、２及    

び３に該当しないこと 

  ②下請け又は再委託先業者が前号に該当することが判明した場合には、直ちに契約を    

解除し、又は契約解除のための措置を執ること 

 

５ 私は、下請け又は再委託先業者が、反社会的勢力等から不当要求又は業務妨害等の

不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請け又は再委託先業者をしてこれを

拒否させるとともに、速やかにその事実を貴社に報告し、貴社の捜査機関への通報に

協力することを表明、確約〈いたします・いたしません〉。  

 

６ 私は、これら各号のいずれかに反したと認められることが判明した場合及び、この

表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、催告なしでこの取引が停止さ

れ又は解約されても一切異議を申し立てず、また賠償ないし補償を求めないととも

に、これにより損害が生じた場合は、一切私の責任とすることを表明、確約      

〈いたします・いたしません〉。 

 

 

 

                         令和  年  月  日 

                                                    署名                     ㊞ 

 

 

 

  ※１から６までの各項目末尾の〈いたします・いたしません〉は、必ず署名者 

本人が、どちらかを〇で囲んでください。 



別記第２号様式（法人用） 

 

 

暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書 

 

 

 

一般社団法人金沢港振興協会 

  会 長  安 宅 建 樹 殿  

                                          【申請者】 

                                   所在地 

                                            会社名 

                                          （ひらがな） 

                                            代表者氏名 

                                          昭・平  年  月  日（     歳）   

 

１ 当社（役員及び経営に実質的に関与している者を含む）は、現在又は将来にわたっ     

て、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約 

                        〈いたします・いたしません〉。 

 

  ①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団員でなくなってから５年を経過していない者  

 ④暴力団準構成員 ⑤暴力団関係企業 ⑥総会屋等 ⑦社会運動等標ぼうゴロ  

 ⑧特殊知能暴力集団 ⑨その他前各号に準ずる者      

                                                                                                            

２ 当社は、現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力と次の各号のいずれかに  

該当する関係がないことを表明、確約〈いたします・いたしません〉。                

①反社会的勢力によって、その経営を支配される関係 

②反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係 

③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、     

反社会的勢力を利用している関係    

④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係 

⑤その他反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係 

 

３ 当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを  

表明、確約〈いたします・いたしません〉。 

 ①暴力的要求行為                   

②法的な責任を超えた不当な要求行為 

  ③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

 ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて、貴社の信用を毀損し、又は貴社の業務を  

妨害する行為  

 ⑤その他前各号に準ずる行為    

                                                                 

 

  

 



 

  

４ 当社は、下請け又は再委託先業者（下請け又は再委託契約が数次にわたるときは、 

その全てを含む。以下同じ。）との関係において、次の各号のとおりであることを  

表明、確約〈いたします・いたしません〉。 

①下請け又は再委託先業者が前１、２及び３に該当せず、将来においても前１、２及    

び３に該当しないこと 

  ②下請け又は再委託先業者が前号に該当することが判明した場合には、直ちに契約を    

解除し、又は契約解除のための措置を執ること 

 

５ 当社は、下請け又は再委託先業者が、反社会的勢力等から不当要求又は業務妨害等

の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請け又は再委託先業者をしてこれ

を拒否させるとともに、速やかにその事実を貴社に報告し、貴社の捜査機関への通報

に協力することを表明、確約〈いたします・いたしません〉。  

 

６ 当社は、これら各号のいずれかに反したと認められることが判明した場合及び、  

この表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、催告なしでこの取引が  

停止され又は解約されても一切異議を申し立てず、また賠償ないし補償を求めないと

ともに、これにより損害が生じた場合は、一切当社の責任とすることを表明、確約  

〈いたします・いたしません〉。 

 

 

 

                         令和  年  月  日 

                                                    署名                     ㊞ 

 

 

 

  ※１から６までの各項目末尾の〈いたします・いたしません〉は、必ず署名者 

本人が、どちらかを〇で囲んでください。 

 



別記第３号様式 

 

 

          殿 

 

 

  年   月   日 

 

 

金沢港クルーズ船寄港時における物販出店選定結果について 

 

 

 

一般社団法人金沢港振興協会   

                      会 長  安 宅 建 樹      

 

 

                     

   年 月 日付けで申し込みのあった金沢港クルーズ船寄港時における物

販出店については，「令和８年 金沢港クルーズ船寄港時における物販出店取扱

要領」に基づき選定した結果，出店者として選定されました（選定されません

でした）ので通知します。 

 

 

 


